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熱中症警戒アラートについて 

 

  平素は奈良県のスポーツ振興にご尽力いただき、誠にありがとうございます。 

 標記について、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される際、熱中症予防行動を効果的に促すた

め、環境省・気象庁から熱中症警戒アラートが発表されることとなっており、本県でも７月１日に初めて発

表されました。 

 近年、スポーツ活動中をはじめとした熱中症による救急搬送人員や死亡者数は高い水準で推移しており、

あらかじめ、熱中症に係る予防行動をとっていただくためにも、下記のとおり、警戒アラート発表時及び警

戒アラート発表見込の事前連絡をメールにてお知らせいたします。 

つきましては、メール受信時、貴関係者へ周知いただくなど、熱中症予防にご協力下さいますようお願い

します。 

 

記 

 

１ 熱中症警戒アラート発表連絡のタイミング 

 ・発表が予想される前日の１７時頃及び当日の朝５時頃、環境省・気象庁が発表。 

  →スポーツ振興課において、発表確認後、速やかにメールにてお知らせします。 

   ただし、平日の朝５時発表分については、当日の８時３０分頃のお知らせとなります。 

 

２ 熱中症警戒アラート発表見込の事前連絡のタイミング 

 ・土日など休日が２日以上あり、２日目以降に発表が予想される場合、その直前の平日夕方頃に発表予告

をメールにてお知らせします。 

 (例１：日曜日に警戒アラートの発表が予想される場合、金曜日の夕方頃にお知らせ予定。) 

 (例２：３連休の３日目に警戒アラートの発表が予想される場合、連休直前の平日夕方頃。)    

 ※熱中症警戒アラート発表見込の事前連絡をしている場合でも、１にかかるお知らせメールは送信しま

す。 

 

＜熱中症警戒アラートとは＞ ※別添資料 

 ・熱中症による死亡者数・緊急搬送者数の著しい増加傾向を背景に、環境省と気象庁が連携して、令和３

年４月から運用を開始。 

 ・暑さ指数（ＷＢＧＴ）の値が３３以上と予測された場合に、警戒が必要な日の前日の１７時と、当

日の朝５時に発表され、危険な暑さへの注意を呼びかけるため及び熱中症予防行動を促すための情

報を提供。 
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